
（令和３年６月30日現在）

我が国が締結している租税条約等のうち72
の租税条約等（81か国・地域）において、
相互協議に関する規定が置かれている。

国名の網かけは、相互協議を行っている相
手国（29か国・地域）を示す。

（注）
１．旧ソ連との条約が承継されている。
２．旧チェコ・スロバキアとの条約が承継されている。
３．台湾については、公益財団法人交流協会（日本側）と亜東関係協会（台湾側）と
の間の民間取決め及びその内容を日本国内で実施するための法令によって、全体と
して租税条約に相当する枠組みを構築（現在、両協会は、公益財団法人日本台湾交
流協会（日本側）及び台湾日本関係協会（台湾側）にそれぞれ名称変更されてい
る。）。

相互協議規定を含む租税条約等の締結国・地域

北米

アメリカ カナダ

欧州

アイスランド スイス ノルウェー ラトビア

アイルランド スウェーデン ハンガリー リトアニア

イギリス スペイン フィンランド ルクセンブルク

イタリア スロバキア2 フランス ルーマニア

エストニア スロベニア ブルガリア ガーンジー

オーストリア チェコ2 ベルギー ジャージー

オランダ デンマーク ポルトガル

クロアチア ドイツ ポーランド

ロシア・NIS諸国

アゼルバイジャン1 ジョージア1

アルメニア1 タジキスタン1

ウクライナ1 トルクメニスタン1

ウズベキスタン ベラルーシ1

カザフスタン モルドバ1

キルギス1 ロシア

中南米

エクアドル バミューダ

ケイマン諸島 ブラジル

ジャマイカ ペルー

チリ メキシコ

バハマ

大洋州

オーストラリア

ニュージーランド

フィジー

南アジア

インド

スリランカ

パキスタン

バングラディシュ

中東

アラブ首長国連邦 クウェート

イスラエル サウジアラビア

オマーン トルコ

カタール

アフリカ

エジプト

ザンビア

南アフリカ

東・東南アジア

インドネシア ブルネイ

韓国 ベトナム

シンガポール 香港

タイ マレーシア

中国 台湾3

フィリピン


